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【手続補正書】
【提出日】平成25年9月5日(2013.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤ光源が設置された平板状のＬＥＤ基板と、
　ＬＥＤ出射光を、一定の配光角に制御するための所望の曲率半径とコーニック係数から
なる反射部材とを備えており、
　前記反射部材の略焦点位置に、ＬＥＤ光源が配置されていることを特徴としたＬＥＤユ
ニット。
【請求項２】
　前記反射部材は、ＬＥＤ光が出射する出射開口部を有し、前記出射開口部の内部が、所
望の曲率半径とコーニック係数で決定される形状の反射面であり、前記反射面の焦点位置
から出射開口部を形成する開口面までの距離を調整して、所定のＬＥＤ出射光の配光角と
していることを特徴とした請求項１に記載のＬＥＤユニット。
【請求項３】
　前記反射部材は、前記反射面の略焦点位置を通る仮想平面による切断によって、底部開
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口部が形成され、
　前記ＬＥＤ基板が、前記底部開口部の全周端に当接して接合し、
　ＬＥＤ光源が前記反射部材の略焦点に位置していることを特徴とした請求項１又は請求
項２に記載のＬＥＤユニット。
【請求項４】
　前記反射部材は、前記仮想平面と平行な仮想平面で、前記ＬＥＤ光の出射開口部を切断
し、
　この出射開口部を形成する面と、前記底部開口部を形成する面とが、
略平行である反射部材を有することを特徴とした請求項３に記載のＬＥＤユニット。
【請求項５】
　前記反射部材の前記反射面の焦点位置から出射開口面までの距離が同一であって、前記
反射面の回転対称軸の方向が、相互に異なる方向に形成された複数の反射部材を有してい
ることを特徴とする請求項２から４のいずれかに記載のＬＥＤユニット。
【請求項６】
　ＬＥＤユニットの出射光側に、光拡散させる光拡散部材を配置したことを特徴とした請
求項１から５のいずれかに記載のＬＥＤユニット。
【請求項７】
　前記光拡散部材は、被照射面に照射される楕円形状のスポット光の短軸方向に出射光が
拡散する異方性拡散部材であることを配置したことを特徴とした請求項６に記載のＬＥＤ
ユニット。
【請求項８】
　請求項１から７に記載のいずれかのＬＥＤユニットが、複数の面からなる多角形状基板
の周縁面に設けられたことを特徴とした照明ユニット。
【請求項９】
　前記多角形状基板が、長方形の平板の短辺同士を接続し、または所望の角度に折り曲げ
た、複数の面からなる多角形の部材からなることを特徴とした請求項８に記載の照明ユニ
ット。
【請求項１０】
　請求項８又は請求項９の照明ユニットの、ＬＥＤユニットが載置されていない面が、照
明装置本体の基板に、少なくとも１つの回転軸を有する機構とともに取り付けられている
ことを特徴としたＬＥＤ照明装置。
【請求項１１】
　請求項８又は請求項９の照明ユニットが、少なくとも１つの回転軸を有する架台の一端
側に設置され、前記架台の他端側が、照明装置本体の基板に取り付けられていることを特
徴としたＬＥＤ照明装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】ＬＥＤユニット、照明ユニット、及びＬＥＤ照明装置
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤの配光角を光変換素子で制御して出射し、各出射光を合成して照度む
らの少ない照射面を得るＬＥＤ照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境意識の高まりから、省電力化に優れたＬＥＤ素子を光源に使用したＬＥＤ照
明装置が盛んに用いられるようになってきた。特に最近は、高天井灯、道路灯、駐車場灯
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などに使用されている水銀灯などの高輝度放電ランプ（ＨＩＤランプ）の代替としても使
用できるＬＥＤ照明装置が求められるようになってきている。これを実現するためには、
ＬＥＤ基板上に高輝度ＬＥＤ素子を多数、高密度に配置しなければならない。
　しかしながらＬＥＤは指向性が強いため、高輝度なＬＥＤ照明装置を作成すると、被照
射面の照度むらの大きい照明装置となる。
【０００３】
　そこで被照射面の照度むらを改善するために、特許文献１に記載されているＬＥＤ照明
装置は、ＬＥＤ素子を凹形反射板に対面して配置し、所定の照射角になるように光を反射
させる反射形ＬＥＤ素子を１つ以上整列させた反射形ＬＥＤユニットを複数、面状に配列
した反射形ＬＥＤ照明装置であって、前記反射形ＬＥＤユニットの全部または一部は、そ
の照射角度が装置基板の直角軸に対し傾くように、かつ、その中の反射形ＬＥＤユニット
の一部は、他の反射形ＬＥＤユニットと照射角度が異なるように配置し、全反射形ＬＥＤ
ユニットで合成される配光特性を任意の特性に調整できるように構成したことを特徴とす
るものである。
【０００４】
　特許文献２に記載されているＬＥＤ照明装置は、ＬＥＤ素子を凹形反射板に対面して配
置し、所定の照射角になるように光を反射させる反射形ＬＥＤ素子を１以上整列させた反
射形ＬＥＤユニットを複数、面状に配列した反射形ＬＥＤ照明装置であって、周辺部に配
置される反射形ＬＥＤユニットに供給される電流は、内側に配置される他の反射形ＬＥＤ
ユニットに供給される電流と異なるように設定し、全反射形ＬＥＤユニットで合成される
配光特性を任意の特性に調整できるように構成したことを特徴とするものである。
【０００５】
　特許文献１の発明では、全反射形のＬＥＤ素子を使用しているので配光角が狭いため、
均一な被照射面の照度を得るために、文献中の図４に示されているように多数のＬＥＤ素
子からなる多数のＬＥＤユニットを縦、横に密集して配列し、隣り合う各ＬＥＤユニット
の角度を少しずつ変える必要がある。そのため組み立てにくく生産性の劣るものである。
また１枚の基板の上に全てのＬＥＤユニットが載置され、それぞれが［００１７］に記載
の照射角度を調整するための機構で角度調整されているが、何ら具体的な角度調整方法が
記載されておらず、縦、横に配列された各ＬＥＤユニットを個別に角度調整するのは困難
と思われる。特許文献２も同様である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１９５３０７
【特許文献２】特開平１１－１９５３１７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、ＬＥＤ光の配光角を光変換素子で制御し、その出射角度が調整しやすく、ま
たＬＥＤ素子の搭載数を少なくしても照度むらの少ない照射面が得られるＬＥＤ照明装置
を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明にあっては、ＬＥＤ光源が設置され
た平板状のＬＥＤ基板と、
ＬＥＤ出射光を、一定の配光角に制御するための所望の曲率半径とコーニック係数からな
る反射部材とを備えており、
　前記反射部材の略焦点位置に、ＬＥＤ光源が配置されていることを特徴とするものであ
る。
【０００９】
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　請求項２に記載の発明にあっては、前記反射部材は、ＬＥＤ光が出射する出射開口部を
有し、前記出射開口部の内部が、所望の曲率半径とコーニック係数で決定される形状の反
射面であり、前記反射面の焦点位置から出射開口部を形成する開口面までの距離を調整し
て、所定のＬＥＤ出射光の配光角としていることを特徴とするものである。
【００１０】
　請求項３に記載の発明にあっては、前記反射部材は、前記反射面の略焦点位置を通る仮
想平面による切断によって、底部開口部が形成され、
　前記ＬＥＤ基板が、前記底部開口部の全周端に当接して接合し、
　ＬＥＤ光源が前記反射部材の略焦点に位置していることを特徴とするものである。
【００１１】
　請求項４に記載の発明にあっては、前記反射部材は、前記仮想平面と平行な仮想平面で
、前記ＬＥＤ光の出射開口部を切断し、
　この出射開口部を形成する面と、前記底部開口部を形成する面とが、
略平行である反射部材を有することを特徴とするものである。
【００１２】
　請求項５の発明にあっては、前記反射部材の前記反射面の焦点位置から出射開口面まで
の距離が同一であって、前記反射面の回転対称軸の方向が、相互に異なる方向に形成され
た複数の反射部材を有していることを特徴とするものである。
【００１３】
　請求項６の発明にあっては、ＬＥＤユニットの出射光側に、光拡散させる光拡散部材を
配置したことを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項７の発明にあっては、前記光拡散部材は、被照射面に照射される楕円形状のスポ
ット光の短軸方向に出射光が拡散する異方性拡散部材であることを配置したことを特徴と
するものである。
【００１５】
　請求項８の発明にあっては、請求項１から７に記載のいずれかの発明に係るＬＥＤユニ
ットが、複数の面からなる多角形状基板の周縁面に設けられたことを特徴とする。
【００１６】
　請求項９に記載の発明にあっては、前記多角形状基板が、長方形の平板の短辺同士を接
続し、または所望の角度に折り曲げた、複数の面からなる多角形の部材からなることを特
徴とするものである。
【００１７】
　請求項１０に記載の発明にあっては、前記照明ユニットの、ＬＥＤユニットが載置され
ていない面が、照明装置本体の基板に、少なくとも１つの回転軸を有する機構とともに取
り付けられていることを特徴とするものである。
【００１８】
　請求項１１に記載の発明にあっては、前記照明ユニットが、少なくとも１つの回転軸を
有する架台の一端側に設置され、前記架台の他端側が、照明装置本体の基板に取り付けら
れていることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１の発明によれば、所望の曲率半径とコーニック係数を持った光変換素子の焦点
位置にＬＥＤ光源を配置することで配光角（配光曲線において、最大光度が１／２の光度
となるときの角度であり、ＬＥＤ光源からの出射光の広がりの程度を表している）が制御
された、一定の大きさで、照度むらの少ないスポット光を得ることができる。
【００２０】
　請求項２の発明によれば、前記光変換素子として、内壁に反射面を有する反射部材を使
用し、この反射面の回転対称軸方向の高さを調整することによって、ＬＥＤ光源からの直
接出射光と１次反射光の合成により、配光角を容易に調整でき、所望の大きさで、照度む
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らの少ないスポット光を簡単に得ることができる。
【００２１】
　請求項３と請求項４の発明によれば、前記仮想平面で切断された、前記反射部材の平坦
な底部開口部と、ＬＥＤ光源が実装された平坦なＬＥＤ基板を接合することで、前記反射
面の回転対称軸方向の高さが調整されたＬＥＤユニットを容易に作製することができる。
　また反射面の回転対称軸に対して、仮想平面の切断角度を適宜変えることによって、配
光角を保ったまま出射光の光軸の向きを制御できるＬＥＤユニットが容易に得られる。
【００２２】
　請求項５の発明によれば、１個の反射部材で、ＬＥＤ光の出射方向が複数存在するＬＥ
Ｄユニットが得られ、複数のスポット光を合成した、照度むらが少なく、量産しやすいＬ
ＥＤユニットを作製することができる。
【００２３】
　請求項６の発明によれば、光変換素子によって得られた、照度むらの少ないスポット光
を光拡散することによって、より少ない個数のＬＥＤユニットによって、照度むらの少な
い照射面をえることができる。
【００２４】
　請求項７の発明によれば、遠方側に延びた楕円形のスポット光を、短軸方向に光拡散さ
せる異方性拡散シートあるいは拡散板を用い、円形の拡散光に変えることによって、楕円
形のスポット光とスポット光の隙間が明るくなり、照度むらの少ない照射面が得ることが
できる。
【００２５】
　請求項８と請求項９の発明によれば、被照射面の形状に合わせて、隣り合う辺同士の角
度を調整した多角形状基板を使用することによって、照度むらの少ない照射面を得ること
ができる。
【００２６】
　請求項１０と請求項１１の発明によれば、被照射面の形状に合わせて、複数の照明ユニ
ットの軸を回転させて、スポット光を合成することによって、照度むらの少ない照射面を
得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施形態１に係わる照明装置の外観斜視図
【図２】駐車場のイメージ図
【図３】実施形態１に係わるＬＥＤユニットの断面図
【図４】反射面の高さ（反射部材の開口面と焦点との間の距離）と配光角の相関図
【図５】実施形態１に係わる反射部材の断面図
【図６】実施形態１、２に係わる架台の外観斜視図
【図７】実施形態１に係わる多角形状基板の外観斜視図
【図８】実施形態１に係わる各多角形状基板の端面を規定した外観斜視図
【図９】実施形態１に係わる照明装置による、被照射面の明るさ（シミュレーション）
【図１０】実施形態２に係わる照明装置の外観斜視図
【図１１】実施形態２に係わるＬＥＤユニットの外観斜視図
【図１２】実施形態２に係わるＬＥＤユニットの断面図
【図１３】実施形態２に係わる照明装置による、被照射面の明るさ（シミュレーション）
【図１４】実施形態３に係わる照明装置の外観斜視図
【図１５】実施形態３に係わる照明装置の正面図
【図１６】実施形態３に係わる追加された架台の外観斜視図
【図１７】実施形態３に係わるＬＥＤユニットの断面図
【図１８】実施形態３に係わる異方性拡散シートの機能を示すイメージ図
【図１９】実施形態１、２に係わる遠方を照射するＬＥＤユニットの照射光イメージ図
【図２０】実施形態３に係わる遠方を照射するＬＥＤユニットの照射光イメージ図
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【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下に本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお本実施
形態は一例であり、これに限定されるものではない。
　本実施形態の照明装置は、図１に示したような各種部材から構成されており、反射部材
１３で制御された照射範囲を有するＬＥＤユニット１０からの出射光の照射位置と照射角
度が、照明ユニット２０、３０、４０と架台５０、６０、７０によって調整され、前記Ｌ
ＥＤユニット１０からの複数の出射光を合成して、所望の照射エリアを、所望の明るさで
照射する照明装置である。
なお、以下に記載した配光角や照射エリアに関する照度分布は、光学設計ソフトウェアＺ
ｅｍａｘを使用して、シミュレーションしたものである。
【００２９】
（実施形態１）
　本実施形態１に係わる照明装置１００は、駐車場灯として使用されるものであって、図
２に示したように、駐車エリアの中間地点に設置された支柱１の頂部近傍に取り付けられ
、幅６ｍで長さ１２．５ｍの駐車エリア２を、２ルクス以上となるように、また幅３ｍで
長さ１２．５ｍの車路３を、１０ルクス以上となるように照射するものである。
【００３０】
　照明装置１００は、図１に示したように、平坦な照明装置本体基板９０に、回転軸を有
する３個の架台５０、６０、７０を介して、照明ユニット２０、３０、４０が取り付けら
れている。この照明ユニット２０、３０、４０の光出射側に、ＬＥＤユニット１０が取り
付けられている。
【００３１】
　ＬＥＤユニット１０は、図３に示したように、ＬＥＤ素子１１が実装されたＬＥＤ基板
１２と、このＬＥＤ基板１２に固定された反射部材１３からなる。
　反射部材１３の内壁は、コーニック係数が－１の回転放物面の一部からなる形状の反射
面であって、回転放物面の回転対称軸Ａと直交する仮想平面で切断された、ＬＥＤ光が出
射する出射開口部１４と、前記回転放物面の略焦点位置を通る仮想平面によって切断され
た底部開口部１５とで形成されている。前記ＬＥＤ基板１２の上に、前記反射部材１３が
、その底部開口部１５の端面が全周で当接するように固定されている。
　また前記ＬＥＤ素子１１は、前記反射部材１３のほぼ焦点に位置するように実装されて
おり、反射部材の高さｈ１（焦点位置から、出射開口部を形成する仮想平面までの距離）
を変える事で直接光αと反射光βからなる配光角を、図４に示したように制御することが
できる。
【００３２】
　また、図５（ａ）に示したように、ＬＥＤ光源の主光軸Ｂ（配光曲線で最大光度を示す
角度に沿った直線）と、回転放物面の回転対称軸Ａが一致した反射部材１３ａと、図５（
ｂ）、図５（ｃ）に示したように、左右にθ１度ずれた反射部材１３ｂ、１３ｃの３種類
を使用した（なお図５（ａ）では、わかりやすくするために、回転対称軸Ａと主光軸Ｂを
ずらして描いているが、実際は重なっている）。前記θ１を調整することで、照射角度を
制御することができ、θ１が０度から３０度までは、ある程度配光角を一定にできるので
、この角度範囲で照射角度を調整するのが好ましい。更にθ１が０度から２０度までは、
ほぼ配光角を一定にしたまま照射角度を変えることができるので、この角度範囲で照射角
度を調整するのが特に好ましい。
　前記各反射部材は、ＡＢＳを使用して成形し回転放物形状に成形した後、アルミニウム
メッキをして反射面を作成したが、成形樹脂として、ＰＢＴ樹脂やポリカーボネート樹脂
等の公知な樹脂が使用できる。また、メッキのかわりにアルミニウム蒸着によって反射面
を作成してもよい。
【００３３】
　前記照明ユニット２０、３０、４０は、図１に示したように、同形状の３個の多角形状
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基板２１、３１、４１と、各設置位置に対応した９個のＬＥＤユニット１０とからなる。
　前記各架台５０、６０、７０には、図６に示したように基板に当接する面５１、６１、
７１と、照明ユニットに当接する面５２、６２、７２が設けられており、これらの面と面
との間の角度と、多角形状基板２１、３１、４１を形成する隣り合う面と面との間の角度
と、各ＬＥＤユニット１０に供給される電力とを調整することによって、照射むらの少な
い状態で駐車場を照射することができる。
　なお、照明装置１００の出射光側に、照明装置本体基板９０を覆うように透光性のカバ
ーを設置してもよく、更に、前記カバーの照明装置本体基板８０に近い側の周縁に沿った
内側の側壁部分に反射層あるいは反射部材を設けて、駐車場の外側に漏れる光を減らすこ
ともできる。
【００３４】
（実験例１）
　次に、本実施形態１に係わるＬＥＤランプ１００の効果を示す実験例について具体的に
説明する。
　前記反射部材１３ａ、ｂ、ｃの反射面のコーニック係数を－１、曲率半径を２．４ｍｍ
とし、高さｈ１を９．６ｍｍとすることで、配光角２０度のスポット光を得た。
前記多角形状基板２１、３１、４１は、図７に示したように、長尺の平板を、幅方向に沿
って山折りに折り曲げ、端辺同士を接合して、６角形に形成される。図８に示した各多角
形状基板端面２４、３４、４４は、それぞれ対向する多角形状基板端面２２、３２、４２
と平行で、図７に示したように、多角形状基板端面２３、３３、４３と多角形状基板端面
２５、３５、４５は、対応する多角形状基板端面２４、３４、４４から２０度の角度で、
それぞれ折り曲げられている。
【００３５】
　照明ユニット２０、３０、４０には、図８の各多角形状基板端面に、以下に示すように
それぞれに対応したＬＥＤユニットが接合されている。多角形状基板端面２３、２４、２
５、３４、４４には、反射部材１３ａが搭載されたＬＥＤユニット１０が接合されている
。多角形状基板端面３３、４５には、この多角形状基板の幅方向に沿って回転対称軸Ａが
下向きに５度傾いた反射部材１３ｂが搭載されたＬＥＤユニット１０が接合されている。
多角形状基板端面３５、４３には、この多角形状基板の幅方向に沿って回転対称軸Ａが上
向きに５度傾いた反射部材１３ｃが搭載されたＬＥＤユニット１０が接合されている。
【００３６】
　前記各架台５０、６０、７０は、図６に示したように、長方形平板の一端を幅方向に沿
って９０度折り曲げて架台端面５１、６１、７１を形成し、照明装置本体基板９０に当接
させて固定している。またｘｙｚ直交座標空間において、照射方向がｚ軸のプラス側に向
くように、ｘｙ座標平面上に照明装置本体基板９０を配置したとき、架台５０の他端面を
、図６の直交座標に矢印で示したようにｙｚ座標平面上でｙ軸から反時計回りにｚ軸方向
に３０度傾斜するように、ｘ軸に平行に折り曲げて架台端面５２を形成した。
　同様に、前記架台６０の他端面を、ｙｚ座標平面上で３０度傾斜し、更に図６の直交座
標に矢印で示したようにｘｚ座標平面上で、ｘ軸から時計回りにｚ軸方向に１２０度傾斜
するように折り曲げて、架台端面６２を形成した。
　同様に、前記架台７０の他端面を、ｙｚ座標平面上で３０度傾斜し、更に図６の直交座
標に矢印で示したようにｘｚ座標平面上で、ｘ軸から時計回りにｚ軸方向に６０度傾斜す
るように、架台端面６２を形成した。各架台５０、６０、７０は、回転軸Ｃを中心にして
、照明装置本体基板９０に対し回転可能な、図示していない自由回転機構と、回転軸Ｄを
中心にして照明ユニットを回転させる、図示していない自由回転機構を有している。
【００３７】
　以上の照明装置１００で、各ＬＥＤユニットの明るさを表１のように設定したときの、
前記駐車場灯による駐車場の明るさをシミュレーションした結果が図９であり、駐車エリ
ア、車路を所望の明るさで照明することができ、無駄な明るさを無くし、それぞれの照明
エリアで照度むらの少ない照明装置となっている。
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【００３８】
【表１】

【００３９】
（実施形態２）
　本実施の形態２に係わる照明装置２００も、前記実施形態１と同様に、駐車場灯として
使用されるものである。
【００４０】
　照明装置２００は、図１０に示したように、実施形態１と同じ照明装置本体基板９０に
、３個の架台５０、６０、７０を介して、ＬＥＤユニット１１０、２１０、３１０が取り
付けられている。前記ＬＥＤユニット１１０、２１０、３１０は、図１２に示したＬＥＤ
素子１１１が実装されたＬＥＤ基板１１２、２１２、３１２と、このＬＥＤ基板１１２、
２１２、３１２に接合された反射部材１１３、２１３、３１３からなる。
【００４１】
　反射部材１１３、２１３、３１３は、図１１に示したような直方体からなり、この反射
部材の内部には、図１２に示したように回転放物面からなる反射面が３個形成されており
、前記反射部材の一端面側にＬＥＤ光が出射する出射開口部と、前記出射開口部の対向面
側に形成された底部開口部とからなる。これら底部開口部が形成されている面に、ＬＥＤ
基板１１２、２１２、３１２が、図１２のように接合されている。反射面を実験例１と同
一のものを使用した。
　前記反射面の回転対称軸Ａと、ＬＥＤ素子１１１の主光軸またはＬＥＤ基板に直交する
直線Ｂがなす角度が０度であるときの回転放物面の焦点に、ＬＥＤ素子が位置するように
前記反射部材２１３、３１３、４１３の高さｈ２が設定されている。
【００４２】
　駐車場の照射エリアの形状に合うように、前記各反射面の回転対称軸Ａと、ＬＥＤ素子
１１１の主光軸またはＬＥＤ基板に直交する直線Ｂがなす角度θを調整しており、各反射
部材に形成された３個の反射面のθは相互に異なっている。また図１０に示した照明装置
本体基板のＬ側に位置する反射面の回転対称軸をθＬ、ＬＥＤ素子を１１１Ｌ、Ｒ側に位
置する反射面の回転対称軸をθＲ、ＬＥＤ素子を１１１Ｒ、その中間に位置する反射面の
回転対称軸をθＣ、ＬＥＤ素子を２１１Ｃとする。
　実施形態１と同様に、前記各架台の照明装置本体に接合する面と、照明ユニットに接合
する面との角度と、図１２の回転対称軸Ａの傾きと、前記ＬＥＤユニット１１０、２１０
、３１０の各ＬＥＤ素子１１１Ｌ、１１１Ｃ、１１１Ｒに供給される電力とを、調整する
ことによって、駐車場の各エリアを、照射むらが少ない状態で照射することができる。
【００４３】
（実験例２）
　次に、本実施形態２に係わるＬＥＤランプ２００の効果を示す実験例について具体的に
説明する。
　ＬＥＤ素子１１１が実装された平坦なＬＥＤ基板１１２、２１２、３１２のＬＥＤ素子
実装面側に、各面が平坦な直方体からなる反射部材１１３、２１３、３１３が、回転放物
面の、焦点位置側の開口部全周が当接され、図１２のように接合されている。
前記ＬＥＤ基板のＬＥＤ素子１１１が実装された平面に対し直交するｚ軸と、架台の端面
５２、６２、７２を折り曲げている折り曲げ線に平行なｘ軸とからなる、ｘｙｚ直行座標
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空間を、図１１に示したように想定する。
前記回転対称軸Ａをｘｚ平面に投影したときに形成される、ｚ軸を０度とした点線矢印の
向きに測定される角度をθＬ２、θＣ２、θＲ２とする。同様に前記回転対称軸Ａをｙｚ
平面に投影したときに形成される、ｚ軸を０度とした点線矢印の向きに測定される角度を
θＬ３、θＣ３、θＲ３とする。
ＡＢＳ樹脂を使用して、表２に記載した通りの回転対称軸Ａを有する反射部材１１３、２
１３、３１３を成形した。
また各ＬＥＤユニット１１０、２１０、３１０のＬＥＤ素子１１１Ｌ、１１１Ｃ、１１１
Ｒを、表３に記載した通りに設定して照射したときの駐車場の明るさをシミュレーション
した結果が図１３である。
【００４４】
【表２】

【００４５】
【表３】

【００４６】
（実施形態３）　　
　本実施形態３に係わる照明装置３００も、前記実施形態１と同様に、駐車場灯として使
用されるものである。
【００４７】
　照明装置３００は、図１４、図１５に示したように、実施例２の照明装置２００に、架
台８０と、ＬＥＤユニット４１０が追加設置された構造であり、各ＬＥＤユニットには、
光拡散シートが接合されている。それ以外は実施例２の照明装置と同じである。
　架台８０は、図１６に示したように、長方形平板の一端を幅方向に沿って９０度折り曲
げて架台端面８１を形成し、照明装置本体基板９０に当接させて固定している。またｘｙ
ｚ直交座標空間において、照射方向がｚ軸のプラス側に向くように、ｘｙ座標平面上に照
明装置本体基板９０を配置したとき、架台８０の他端面を、図１６の直交座標に矢印で示
したように、ｙｚ座標平面上でｙ軸から反時計回りにｚ軸方向に６０度傾斜するように、
ｘ軸に平行に折り曲げて架台端面７２を形成した。この架台端面８２に、ＬＥＤユニット
４１０を接合した。
【００４８】
　ＬＥＤユニット１１０、２１０、３１０には、図１７に示したように、反射部材１１３
、２１３、３１３の出射光側の開口部を覆うように異方性拡散シート１１４、２１４、３
１４が接合されている。
ＬＥＤユニット４１０は、実施形態２と同一のＬＥＤ基板１１２と、反射部材１１３が使
用されており、前記反射部材１１３の出射光側の面に、等方的に光拡散する拡散シート４
１４が接合されている。
【００４９】
　前記異方性拡散シート１１４、２１４、３１４は、図１８に示したように、入射光を所
望の方向に光拡散させる機能を持った拡散シートであり、図１８（ａ）のような円形のス
ポット光を、図１８（ｂ）のように楕円形の拡散光に変えることができる。
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本実施形態のＬＥＤユニット１１０、２１０、３１０からの出射光は、図１９に示したよ
うに被照射面に対して、２５度から３５度の傾きで照射されている。そのため、実施形態
１や２のシミュレーション結果（図９、図１３）のように、被照射面での各スポット光の
形状は、長い長軸を有する楕円形となっている。この楕円形スポット光の短軸方向に光拡
散するように異方性拡散シート１１４、２１４、３１４を、反射部材１１３、２１３、３
１３に接合することによって、図２０に示したような略円形の拡散光を得ることができる
。照明装置近傍を照射するＬＥＤユニット４１０は、中央に位置するＬＥＤ素子のみ発光
させており、等方性拡散シート４１４によって、照明装置近傍が明るくなっている。
　以上のように、照射角度に対応して、異方性拡散シートと等方性拡散シートを組み合わ
せてＬＥＤユニットを構成することによって、より均一な明るさの照射面が得られるよう
になる。
【符号の説明】
【００５０】
１：支柱、２：駐車エリア、３：車路、１０：ＬＥＤユニット、１１：ＬＥＤ素子、１２
：ＬＥＤ基板、１３及び１３ａ及び１３ｂ及び１３ｃ：反射部材、１４：出射開口部、１
５：底部開口部、２０及び３０及び４０：照明ユニット、２１及び３１及び４１：多角形
状基板、２２から２５及び３２から３５及び４２から４５：多角形基板端面、５０及び６
０及び７０及び８０：架台、９０：照明装置本体基板、１００及び２００及び３００：照
明装置、１１０及び２１０及び３１０及び４１０：ＬＥＤユニット、１１１Ｌ及び１１１
Ｃ及び１１１Ｒ：ＬＥＤ素子、１１２及び２１２及び３１２及び４１２：ＬＥＤ基板、１
１３及び２１３及び３１３及び４１３：反射部材、Ａ：反射面の回転対称軸、B：ＬＥＤ
光源の主光軸、Ｃ及びD：架台の回転軸、α：直接光、β：１次反射光、θ１及びθL及び
θC及びθR及びθL２及びθC２及びθR２及びθL３及びθC３及びθR３：ＡとＢとで形成
される角度


	header
	written-amendment

